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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取

り消さなければならない。（宅地建物取引業法第６６条第１項） 

〔各号の概要〕 

１ 免許後１年以内に事業を開始しなかったとき 

２ 引き続き１年以上事業を休止したとき 

３ 廃業等が判明したとき 

４ 不正の手段により免許を受けたとき 

５ 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき、又は業務停止の処分に違反したとき 

 

 

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第３条の２第１項の規定により付された条件に違反したとき 

は、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。（宅地建物取引業法第６６条第２項） 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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